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東京都葛飾区高砂 8-21-1

緑
化
推
進
協
力
員
を

募
集
し
ま
す

木
造
住
宅
等
耐
震
助
成
・

液
状
化
対
策
助
成
に
つ
い

て
の
説
明
会
・
相
談
会

東
京
理
科
大
学

入
試
に
伴
い
施
設
の

利
用
を
制
限
し
ま
す

家
賃
債
務
保
証
料
の

一
部
を
補
助
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
・
介
護
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
へ

高
額
介
護
合
算
療
養
費
を

支
給
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
料
の
所

得
控
除
資
料
の
交
付
は

は
な
し
ょ
う
ぶ
コ
ー
ル

で
受
け
付
け
ま
す

千
代
田
区
立
神
田
一
橋

中
学
校
通
信
教
育
課
程

生
徒
を
募
集
し
ま
す

2
月
25
日
㈰
開
催

珠
算
大
会

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

金
町
南
自
転
車
駐
車
場

を
移
転
し
ま
す

地
域
の
花
壇
管
理
や
園
芸
教

室
の
開
催
な
ど
、
区
の
緑
化
を

推
進
す
る
活
動
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
】

区
内
在
住
20
歳
以
上
の
方
（
常

勤
の
公
務
員
を
除
く
）
若
干
名

【
任
期
】

平
成
30
年
4
月
1
日

か
ら
2
年
間

【
申
込
方
法
】

ハ
ガ
キ
か
封
書
に
、
緑
化
推

進
に
つ
い
て
実
践
し
て
い
る
こ

と
や
今
後
実
践
し
た
い
こ
と
・

住
所
・
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
年

齢
・
職
業
・
電
話
番
号
を
書
い

て
、
1
月
15
日
㈪（
消
印
有
効
）

ま
で
に
持
参
か
郵
送
。

【
選
考
方
法
】

2
月
中
旬
に
面
接
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
環
境
課

（
区
役
所
4
階
4
1
0
番
）

!（
5
6
5
4
）8
2
3
9

区
で
は
、
住
宅
の
耐
震
診
断

・
耐
震
改
修
・
地
盤
の
液
状
化

判
定
調
査
な
ど
の
費
用
の
一
部

を
補
助
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
補
助
制
度
に
つ
い
て
、
説
明

会
と
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
・
会
場
】

1
月
13
日
㈯

▽
午
前
9
時
30
分
〜
正
午

四
つ
木
地
区
セ
ン
タ
ー

（
宝
町
1‐

1‐

22
）

▽
午
後
2
時
〜
4
時
30
分

青
戸
地
区
セ
ン
タ
ー

（
青
戸
5‐

20‐

6
）

い
ず
れ
も
直
接
会
場
へ
（
先

着
順
）。各
回
と
も
同
じ
内
容
で

す
。
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く

だ
さ
い
。

【
定
員
】

各
回
40
人
程
度

【
担
当
課
】

建
築
課

!（
5
6
5
4
）8
5
5
2

東
京
理
科
大
学
葛
飾
キ
ャ
ン

パ
ス（
新
宿
6‐

3‐

1
）で
は
、

入
学
試
験
日
の
キ
ャ
ン
パ
ス
内

へ
の
立
ち
入
り
を
制
限
し
ま
す
。

な
お
、
試
験
当
日
の
朝
と
夕

方
は
、
金
町
駅
か
ら
大
学
ま
で

の
道
路
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
試
験
日
】

1
月
13
日
㈯
・
14

日
㈰
、
2
月
2
日
㈮
・
3
日
㈯

・
5
日
㈪
・
6
日
㈫
・
8
日
㈭

・
9
日
㈮
・
18
日
㈰

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
理
科
大
学
入
試
課

!（
3
2
6
0
）4
2
7
1

【
担
当
課
】

政
策
企
画
課

家
賃
債
務
保
証
制
度
と
は
、

あ
ら
か
じ
め
保
証
料
を
納
付
す

る
こ
と
で
、
家
賃
の
滞
納
な
ど

が
生
じ
た
場
合
に
保
証
が
受
け

ら
れ
る
制
度
で
す
。

区
内
の
民
間
賃
貸
住
宅
に
住

み
替
え
る
際
に
連
帯
保
証
人
が

見
つ
か
ら
ず
、（
一
財
）高
齢
者

住
宅
財
団
ま
た
は
家
賃
債
務
保

証
事
業
者
協
議
会
の
加
盟
事
業

者
の
家
賃
債
務
保
証
制
度
を
利

用
し
た
場
合
に
、
保
証
料
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

【
対
象
】

区
内
に
1
年
以
上
居

住
し
、
新
た
に
区
内
の
民
間
賃

貸
住
宅
に
転
居
す
る
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
の
方

▽
高
齢
者
世
帯
（
60
歳
以
上
の

方
ま
た
は
介
護
保
険
制
度
の
要

介
護
・
要
支
援
の
認
定
を
受
け

て
い
る
60
歳
未
満
の
方
）

同
居
者
は
、
配
偶
者
か
60
歳

以
上
の
親
族
、
ま
た
は
介
護
保

険
制
度
の
要
介
護
・
要
支
援
の

認
定
を
受
け
て
い
る
60
歳
未
満

の
親
族
に
限
り
ま
す
。

▽
障
害
者
世
帯
（
身
体
障
害
1

〜
6
級
、
精
神
障
害
1
〜
3
級
、

知
的
障
害
1
〜
3
度
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
の
居
住
す
る

世
帯
）

▽
ひ
と
り
親
世
帯
（
18
歳
以
下

の
扶
養
義
務
の
あ
る
方
と
同
居

す
る
世
帯
）

【
補
助
限
度
額
】

3
万
円

初
回
の
保
証
委
託
契
約
時
に

限
り
ま
す
。

申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

住
環
境
整
備
課

!（
5
6
5
4
）8
3
5
3

平
成
29
年
7
月
31
日
現
在
、

葛
飾
区
の
国
民
健
康
保
険
と
介

護
保
険
に
加
入
し
、
平
成
28
年

8
月
1
日
〜
29
年
7
月
31
日
の

自
己
負
担
の
合
算
額
が
一
定
基

準
を
超
え
た
場
合
、
超
え
た
金

額
を
申
請
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、
12
月
下
旬

に
申
請
勧
奨
通
知
を
送
付
し
ま

す
。
保
険
の
変
更
な
ど
が
あ
り
、

申
請
勧
奨
通
知
が
届
か
な
か
っ

た
方
は
、
国
保
年
金
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
会
社
な
ど
の
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、

加
入
先
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

!（
5
6
5
4
）8
2
1
2

受
け
付
け
の
際
に
、
世
帯
主

名
・
住
所
・
電
話
番
号
な
ど
を

確
認
し
た
上
で
、
資
料
を
送
付

し
ま
す
。
納
付
額
は
電
話
で
は

お
答
え
し
て
い
ま
せ
ん
。

【
対
象
】

国
民
健
康
保
険
の
領

収
証
書
を
紛
失
し
た
方
で
、
確

定
申
告
を
す
る
際
に
社
会
保
険

料
控
除
の
資
料
が
必
要
な
方

【
受
付
期
間
】

1
月
4
日
㈭
〜
3
月
31
日
㈯

午
前
8
時
〜
午
後
8
時

【
受
け
付
け
】

は
な
し
ょ
う
ぶ
コ
ー
ル

!（
6
7
5
8
）2
2
2
2

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

義
務
教
育
未
修
了
者
な
ど
へ

の
就
学
対
策
と
し
て
実
施
し
て

い
る
通
信
教
育
の
中
学
校
で
す
。

【
対
象
】

都
内
在
住
・
在
勤
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▽
尋
常
小
学
校
か
国
民
学
校
初

等
科
を
修
了
し
た
が
、
高
等
学

校
の
入
学
資
格
が
な
い
方

▽
現
行
制
度
で
の
義
務
教
育
未

修
了
で
、
学
齢
相
当
年
齢
を
超

過
し
た
方
（
平
成
14
年
4
月
1

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

【
定
員
】

40
人

【
選
考
日
時
・
選
考
方
法
】

2
月
11
日（
日
・
祝
）午
前
10

時
か
ら
筆
記
試
験
・
面
接
。

【
申
込
方
法
】

所
定
の
願
書
を

1
月
15
日
㈪
〜
2
月
5
日
㈪
に

持
参
か
郵
送（
消
印
有
効
）。

【
願
書
配
布
場
所
・
申
し
込
み

・
問
い
合
わ
せ
】

〒
101‐

0003
千
代
田
区
一
ツ
橋
2

‐

6‐

14
千
代
田
区
立
神
田
一

橋
中
学
校
通
信
教
育
課
程

!（
3
2
6
5
）5
9
6
1

【
担
当
課
】

学
務
課

親
子
そ
ろ
ば
ん
大
会

【
時
間
】

午
前
10
時
か
ら

【
対
象
】

区
内
在
住
の
小
学
生
以
下
の
お

子
さ
ん
と
保
護
者
1
0
0
組

シ
ニ
ア
そ
ろ
ば
ん
大
会

【
時
間
】

午
前
10
時
か
ら

【
対
象
】

区
内
在
住
50
歳
以
上

の
方
1
0
0
人

珠
算
競
技
大
会

【
時
間
】

午
後
1
時
か
ら

【
対
象
】

区
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
方
3
3
0
人

い
ず
れ
も

【
会
場
】

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
か
つ

し
か（
青
戸
7‐

2‐

1
）

【
共
催
】
（
一
社
）東
京
珠
算
教

育
連
盟
葛
飾
支
部

【
申
込
方
法
】

地
域
教
育
課
に

あ
る
所
定
の
申
込
書
を
、
1
月

5
日
㈮
〜
2
月
5
日
㈪（
必
着
）

に
持
参
か
郵
送（
多
数
抽
選
）。

申
込
書
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
地
域
教

育
課（
区
役
所
4
階
4
0
7
番
）

!（
5
6
5
4
）8
4
8
2

市
街
地
再
開
発
事
業
の
進
捗

に
伴
い
、
2
月
中
旬
に
移
転
し

ま
す
。
詳
細
は
決
ま
り
次
第
、

広
報
か
つ
し
か
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

【
現
住
所
】

金
町
6‐
4‐
3

【
移
転
先
住
所
】

金
町
6‐

13‐

5

【
担
当
課
】

道
路
管
理
課
交
通
安
全
対
策
担
当

!（
5
6
5
4
）8
3
8
6

熊本地震災害義援金

10月1日～11月30日に皆さんからお寄せいただい

た義援金92，899円を、12月12日に熊本県にお送りし

ました。

義援金をお寄せいただいた団体は以下のとおりで

す（50音順）。▲

協同組合 立石仲見世共盛会▲

東立石地区民生委員児童委員協議会▲

ヘアースタジオ ジョジョ

東日本大震災義援金

10月1日～11月30日に皆さんからお寄せいただい

た義援金31，784円を、12月12日に日本赤十字社にお

送りしました。

義援金をお寄せいただいた団体は以下のとおりで

す（50音順）。▲

アサヒエステート㈱

▲

ポーセラーツ

いずれも

引き続き義援金を受け付けています。

【受付方法】 現金のみ

【受付場所】 区民ホール（区役所2階）、総務課（区役

所5階504番）、区民事務所、区民サービスコーナー

【担当課】 総務課 !5654‐8136

この他、多くの皆さんからも温かいご支援をいた

だいております。ご協力ありがとうございます。

関
係
機
関
の
お
知
ら
せ

葛
飾
清
掃
工
場
個
人
見
学
会

【
日
時
】1
月
20
日
㈯
午
後
1

時
30
分
〜
3
時【
定
員
】50
人

（
先
着
順
）【
会
場
・
申
し
込

み
】葛
飾
清
掃
工
場（
水
元
1

‐

20‐

1
）
!（
5
6
6
0
）

5
3
9
6 広報かつしかが読める

ホームページ・アプリ
【担当課】 広報課 !5654‐8116

マイ広報かつしか
https://katsushika.mykoho.jp/

マイ広報かつしかは、葛飾

区が発行する「広報かつし

か」を記事ごとに読むことが

できるサービスです。

無料アプリケーションソフ

ト「マイ広報かつしか」からも

読むことができます。右のQR

コードからアプリをインスト

ールしてください。

スマホアプリ「マチイロ」

無料アプリケーションソフト「マチイロ」を

利用して、お手持ちのスマートフォンやタブ

レット端末から「広報かつしか」を読むことが

できます。

右のQRコードからアプリをイ

ンストールしてください。

温温温温温温温温温温温温温温温温かかかかかかかかかかかかかかかかいいいいいいいいいいいいいいいいごごごごごごごごごごごごごごごご支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援あああああああああああああああありりりりりりりりりりりりりりりりががががががががががががががががととととととととととととととととううううううううううううううううごごごごごごごごごごごごごごごござざざざざざざざざざざざざざざざいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすす

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

政治家は有権者に寄附を「贈らない」 有権者は政治家に寄附を「求めない」 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。 【担当課】 選挙管理委員会事務局 !5654-8493～6

Android端末

iOS端末

熊本地震災害・東日本大震災義援金

マイナンバーに関するお問い合わせは

葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター
午前8時30分～午後5時
（年末年始を除く）!0570-66-6754

ご 利 用 く だ さ い

平成29年（2017年）12月25日 No.1717

紙面上では市外局番03の表記を省略しています。
（３）


